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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人日本規格協会（JSA）から，

産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経

済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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Service excellence-Designing excellent service to achieve outstanding 

customer experiences 

 
序文 

この規格は，2021 年に第 1 版として発行された ISO/TS 24082 を基とし，国内の実態を反映するため，

技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差

異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

今日の競争の激しい世界において，顧客の期待は変化しており，絶えず進化し，成長を続けている。組

織は，顧客基盤の維持及び拡大のために，より良く，より差別化された顧客体験を創出する必要性に迫ら

れている。このため，組織は，顧客の期待，ニーズ，要望，問題及び体験を理解することが不可欠である。

これらは，サービスを設計するためのインプットとして利用される。 

エクセレントサービスは，卓越した顧客体験を実現するための鍵であり，それがカスタマーデライトに

つながる。エクセレントサービスを通じて顧客とのより良い継続的な関係を構築することは，組織をその

競合他社から差別化することになる。 

JIS Y 23592 では，図 1 に示すサービスエクセレンスピラミッドにおいて，サービスエクセレンスを“個

別の優れたサービスの提供”（レベル 3）及び“驚きのある優れたサービスの提供”（レベル 4）を可能にす

る組織の能力として定義している。“サービスエクセレンス”を組織の能力として捉えるのに対して，この

規格では“エクセレントサービス”を組織と顧客との間で果たされる，個別の優れたサービス及び驚きの

ある優れたサービスを提供するものとして解釈する。これによって，組織が卓越した顧客体験を創出する

ことを促進し，カスタマーデライトが達成される。図 1 に示すように，エクセレントサービスを提供する

には，顧客満足を確保するための“コアとなるサービスの提案”（レベル 1）及び“顧客からのフィードバ

ックのマネジメント”（レベル 2）で構成する基盤が必要である。これらは，JIS Q 9001，JIS Q 10002，JIS 

Q 20000-1 などの規格に規定されている。 

 


